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異業種企業による漁業参入の現状と課題
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おわりに

〔要　　　旨〕

漁業法改正によって漁業権免許の優先順位の見直しが行われ、企業による漁業参入が促進
される可能性がある。そこで、2020年度に全国の沿岸漁協に、企業の漁業参入の現状等を把
握するためにアンケート調査を実施し、本稿執筆にあたって漁協や参入企業からヒアリング
を行った。
アンケートによると、企業による漁業参入が「ある」と回答している漁協は4.4％で、参入

企業の業種は、水産加工業や建設業、卸売業が上位である。漁業種類は、区画漁業権に基づ
く魚類や貝藻類の養殖漁業が７割を占めている。
企業参入に対する漁協の賛否は、「賛成」が7.7％、「反対」が27.2％、「どちらでもない」が
65.1％であり、企業参入に対して前向きではないことがわかる。しかし、現状に閉塞感のあ
る漁協や既存漁業者は多く、現状を打破するための方策のひとつとして企業参入を検討する
ことも必要である。そのためには漁協は企業参入のメリットを理解することが大切であり、
企業の漁業参入を促すにあたっては、企業が抱える課題等に漁協が対応することが求められ
る。一方で、企業側は漁業参入にあたって、漁協の組合員となり、地元漁業者と良好な関係
を形成することが重要である。
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往の事例調査（尾中（2021a、2021b、2022））

や既存の文献、アンケート回答漁協へのオ

ンラインによるヒアリング結果なども踏ま

え、企業参入の現状や論点などを整理する。

これによって、漁協や既存漁業者（以下「漁

協等」という）にとっては企業の受入れ、企

業にとっては漁業参入についての検討に資

することを本稿の目的とする。
（注１） 尾中・亀岡・植田（2021）の一部として実
施した。

１　新規就漁者としての企業の
　　位置づけ　　　　　　　　

漁業就業者数は一貫して減少傾向にあり、

漁業センサスによると1988年の39.2万人か

ら18年には15.2万人にまで、30年間で61％

減少している。このような現状において、

わが国の漁業生産を維持するためには、新

規漁業就業者・後継者（以下「新規就漁者」

という）を確保することが必要である。近

年は国などの支援策の影響もあり、毎年２

千人程度の新規就漁者が誕生しているが、

現在の漁業・漁村を持続させるのに十分と

はいえない。

新規就漁者の第１の候補は漁家子弟であ

るが、彼らが漁業に就業するとは限らなく

なってきており、そもそも子弟が不在の漁

業者も少なくない。18年漁業センサスによ

ると、個人経営体において「後継者あり」

と回答しているのは17.0％である。したが

って、漁家子弟以外の新規就漁を促す必要

があり、水産庁では漁家子弟以外も対象と

はじめに

2018年の漁業法改正によって漁業権免許

の優先順位の見直しが行われた。従来は区

画漁業権および定置漁業権は、地元漁協や

漁業者が優先して免許を受けられる仕組み

であったが、改正後は漁場を「適切かつ有

効」に活用している漁業者に優先して免許

される。現時点で漁場を適切かつ有効に活

用している既存の漁業権者には優先して免

許されるものの、利用されていない漁場や

新たに漁業権が設定される場合は、地域水

産業の発展に最も寄与する者に免許され、

それによって企業の漁業参入が促進される

ことが想定されている。

このような漁業権制度の見直しは、漁業

者の高齢化や後継者不在などによって漁業

者が減少している地域漁業を存続させるた

めに、利用されなくなったり、利用度が低

下した漁場に対して、協業化や企業等の新

規参入によって総合利用を促していくこと

を狙いとしている。

今後狙いどおりに、企業参入が促進され

ていくか否かは不明ではあるが、そもそも

これまでに漁業以外の異業種企業（以下「企

業」という）による漁業参入がどの程度行わ

れ、それが漁協にとってどのようなメリッ

トや課題があるのかが明らかではない。そ

こで、20年度に全国の沿岸漁協（１県１漁協

などの大規模漁協の支所・支店を含む）に対

してアンケート調査を実施した
（注1）
。以下では

その結果に基づきながら、筆者が行った既
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業参入」が取り上げられたのは1,468の漁業

地区のうち19地区（1.3％）にすぎない。企

業参入が議題とならないのは、企業からの

参入の問合せがないということもあるが、

漁協等が積極的に検討していないともいえ

る。しかし、新規就漁者の確保が難しい漁村

においては、企業参入も前向きに検討する

ことが必要な状況にきていると考える。

２　企業による漁業参入の実態

（1）　企業参入の現状

今回のアンケートによると、企業による

漁業参入が「ある」と回答しているのは、

590組合中26組合（4.4％）であり、「過去に

参入した企業があった」は19組合（3.2％）、

「現在検討している企業がある」は２組合

（0.3％）である（第２図。重複回答なし）。

企業による漁業参入が「ある」と回答し

た組合管内の参入企業数の平均は1.62社（26

組合平均）であり、内訳は17組合が１社、３

組合が２社、５組合が３社、１組合が４社

である。

参入企業の業種（複数の参入企業がある場

合は、水揚高が最も多い１社について回答）

は、24組合中「水産加工業」（９組合、37.5％）

が最も多く、次いで「建設業」「卸売業」（各

３組合、12.5％）である（第３図）。「その他」

としては、「製網会社」「製造業者」「NPO法

人」などが挙げられている。参入企業は地

元企業や地元外企業、中小企業、大企業な

ど様々である。

ヒアリングや既往調査（以下「ヒアリング

した漁業経験ゼロでも漁業に就業・定着で

きる支援策を実施している。水産庁の推計

では、新規就漁者の約７割が他産業からの

就漁者であり、都市出身者も少なくないと

しており、一定の成果を挙げているものの、

十分な状況ではない。

そこで、次の新規就漁者候補として漁協

自らが漁業を行う漁協自営漁業や地区外の

漁業者による漁業参入が挙げられる。実際

にそうした取組みは少なからず増加してい

るが、それでも急激な漁業者の減少による

漁業や漁村への影響をすべてカバーするこ

とはできていない。さらなる新規就漁者の

確保にあたっては、地区内外の企業による

漁業参入の可能性も検討していくことが求

められる（第１図）。

18年漁業センサスでは、2,066の漁業地区

のうち「新規漁業就業者・後継者を確保す

る取組」を実施しているのは453地区（21.9％）

であるが、会合・集会等の議題として「企

資料　筆者作成

第1図　新規就漁者候補の類型
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ものが複数あった。

本アンケートでは宿泊業者の回答はなか

ったが、定置網漁業や陸上養殖に取り組ん

でいる宿泊業者もおり、漁獲物を食事に提

供したり、漁業体験を宿泊プランにセット

することによって集客力を高めている事例

もある。上記以外に業種にかかわりなく、

企業の参入目的は新規事業開発やシナジー

効果の発揮、人材活用、地域貢献など多様

である。

実際に参入した企業の事例として、既存

の文献に以下のようなものがある。

地元企業の参入としては、島根県海士町

の建設会社である飯古建設有限会社の事例

がある（水産庁（2016））。地元漁協の自営定

置網漁業が経営難となった際に、「島の基幹

産業である漁業を守りたい」という思いか

ら、1995年に定款変更（事業目的に定置網漁

業を追加）して、漁協から引き継いだ定置

網を操業している。

製網会社としては、定置網を専門とする

ホクモウ株式会社（本社：石川県金沢市）の

事例がある（架谷（2021））。ホクモウは、1978

年から門前事業所（輪島市）で定置網を操

業している。門前は定置網を敷設してもす

ぐ壊れてしまうので、誰も操業しない漁場

であった。この厳しい漁場で定置網漁業を

することによって、網の形状や資材を研究

することができ、結果として漁網の購入者

である漁業者にその成果をフィードバック

することができることからホクモウは漁業

に参入した。当初は経営的に厳しかったよ

うであるが、現在の経営は順調で、網型や

等」という）によると、水産加工業者や卸売

業者、浜仲買商・出荷業者は、漁業参入に

よって生産から販売までを一貫させること

ができ、魚の安定調達や相場に左右されな

い魚価設定をメリットとして、他社との差

別化を図っている。オリジナルのブランド

魚の生産によって差別化を図っている浜仲

買商もいる。飲食業者の参入目的として多

いのは、仕入れコストの削減や自社のPRで

ある。飼餌料等の製造販売会社の参入例に

は、自社製品の実証実験を目的としている

資料　尾中・亀岡・植田（2021）

第2図　企業による漁業参入の有無

（n＝590組合）
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第3図　参入企業の業種

資料　第2図に同じ
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がある。

ヒアリング等によると、大規模な設備投

資が必要であるマグロやブリ・ハマチなど

の養殖については、大手水産会社などの大

企業が参入している事例が多く、地元に子

会社を設立したり、既存の養殖業者からの

事業譲渡や資本提携などを通じて地元漁協

の組合員となり漁業を行っているケースが

多い。

「貝藻類養殖」については、８組合のうち

２組合が「カキ」、ほかは１組合が「昆布」

「ノリ」「ヒロメ」「アサリ・ハマグリ」「岩

ガキ」「モズク」と回答している。

（2）　参入のきっかけ

企業が参入したきっかけは、26組合中

「漁協との関係が以前からあった」（14組合、

53.8％）が最も多く、次いで「行政からの働

きかけ」（４組合、15.4％）、「漁協からの働き

かけ」（３組合、11.5％）である（第５図）。

「その他」としては、４組合が「企業からの

相談・声掛け」、１組合が「舶用機関整備業

者からの紹介」「組合員からの紹介」を挙げ

ている。

漁業参入にあたっては、企業は漁業権だ

けでなく、漁業環境の整備（漁船の係留や陸

上での作業場の確保など）が必要で、企業と

しては漁協の協力がないと効率的に漁業を

することが難しい。そのために漁協からの

協力を得やすい関係が以前からあった企業

が参入しやすいことから、上記のような回

答結果になっていると考えられる。

漁協等としても、今まで関係のない企業

漁具の改良、設備の開発などに加えて、全

国の各漁場から研修生を受け入れ、船頭な

どの人材育成にも取り組んでいる。また、ホ

クモウは好漁場であるが、経営がうまくい

かずに廃業した定置網漁場に対して、自ら

が参入し漁場再生を行い、経営の見通しが

立ったところで地元漁業者に引き継ぐとい

う取組みも行っている。引き継ぐときの条

件は、漁場を存続することなどである。

次にアンケートで、参入企業の漁業種類

をみると、25組合中「魚類養殖」（10組合、

40.0％）が最も多く、次いで「貝藻類養殖」

（８組合、32.0％）となっており、区画漁業権

に基づく養殖漁業が18組合（72.0％）を占め

ている（第４図）。

「魚類養殖」と回答した10組合のうち４

組合がマグロ養殖であり、そのうち１組合

はブリ・ハマチの養殖も行っている。ほか

にブリ・ハマチ養殖は３組合、うち２組合

がタイの養殖も行っている。１組合のみの

回答としてはギンザケ、トラウトサーモン

魚類養殖

貝藻類養殖

漁船漁業

定置網漁業

（組合）

第4図　参入している漁業種類（複数回答）

資料　第2図に同じ

0 105

10（40.0%）

8（32.0）

6（24.0）

2（8.0） （n＝25組合）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2022・3
7 - 123

な事実（財務データなど）だけではなく、主

観的な事実（慣習の順守意識や漁業への意欲

など）に基づいて信頼度を評価することが

できるので、漁協等としては受け入れやす

い。

漁協への相談を通じて参入した企業もあ

ったが、これも漁協等との交渉などを通じ

て信頼を得ていった結果、もしくは大企業

で客観的な信頼が高かったことによって、

参入できたケースではないかと推察される。

企業参入にあたって、漁協等との信頼関係

を築くことが企業にとっては重要であり、

漁協等としては企業から情報を得る努力を

する必要がある。

したがって、漁協等は、企業を十分に評

価できない際には、行政からの働きかけ（紹

介）を企業の信頼性の評価に活用すること

もある。行政からの働きかけは、行政が信

頼できる企業を紹介していると漁協等とし

ては理解することができ、企業に対する信

頼は高くなり、参入を促しやすい。「行政か

らの紹介だと組合員が安心してくれるので、

企業参入について組合員から賛同を得やす

い」と回答した組合もあった。行政からの

働きかけと同様に信頼できる買受人や組合

員、漁網会社などの第三者からの紹介も類

似の効果がある。

「漁協からの働きかけ」は、漁協側が課題

（空き漁場、水揚高の減少、雇用機会の不足な

ど）を認識し行動しようとする場合である。

その際には漁協自らが調査をし、信頼でき

る企業に働きかけるので、参入を希望する

企業にとっては一番参入しやすいケースと

を地域漁業に受け入れることは不安であり、

容易ではない。漁業および地域の慣習を順

守しようとする意図はあるのか、漁業を継

続するための意欲や資力などのリソースを

保有しているのか等、不確実な要素が多く、

参入企業を信頼することは難しい。企業参

入によって、今までの漁業や漁場、漁村が

マイナスの方向に変わる可能性があるのな

ら、現状が良くないとしても漁協等が企業

を受け入れずに現状を維持しようとするの

はやむを得ない面がある。

実際に、漁業をしたいと相談にきた企業

に前向きに対応しようとした漁協等で、企

業と話を進めていくうちに、遊漁船業や海

砂を得ることを参入の目的としていたり、

反社会的勢力やそれに関係する企業である

ことがわかったりすることがあり、企業参

入に否定的になってしまった漁協等もある。

その点で、漁協との取引関係などが以前

からあった企業の参入には、企業の客観的

漁協との関係が
以前からあった

行政からの働きかけ

漁協からの働きかけ

買受人からの紹介

その他

（組合）

第5図　企業が参入したきっかけ（複数回答）

資料　第2図に同じ
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や購買、製氷事業を挙げる組合が多い。販

売事業に関連する「魚価の向上」や「販路

の拡大」を挙げているのはそれぞれ２組合

（7.7％）である。ヒアリング等によると、参

入企業のなかには、組合市場に水揚げしな

いものや価値の低い漁獲物だけを水揚げす

る企業があり、組合にメリットのないケー

スもある。

「漁村の活性化」としては、ヒアリングし

た三重県尾鷲市須賀利地区で小型定置網を

操業している株式会社ゲイトの事例がある。

ゲイトは漁業だけでなく、一般の人を対象

とした定置網漁業体験や空き家を活用した

簡易宿所を提供している。そして、このよ

うな取組みを地区全体で展開するために、

ゲイトが事務局となって「須賀利渚
なぎさ

泊
はく

推進

協議会」を発足し、様々な渚泊・観光に関

する活動を行っている。企業参入は漁業だ

けでなく、企業と漁協等との協力によって、

地域全体の活性化にもつなげることが可能

である。

「雇用創出」においては、ヒアリングによ

ると企業側には地元漁業者・住民を雇用し

ようという意思はあるものの、対象となる

人が少なく、適切な人を雇える見込みがな

いことから断念したというケースもあった。

一方で、漁協にとっての企業参入の課題

は、26組合中「既存漁業者との対立（漁場

や漁港）」と「漁場調整が困難」がそれぞれ

５組合（19.2％）と最も多いが、半数以上の

組合（15組合、57.7％）が「特になし」と回

答している（第７図）。「その他」としては

「今後の事業継続」を挙げている。

なる。

３　漁協にとっての企業参入の
　　メリットとデメリット　　

企業参入があると回答した漁協のメリッ

トは、26組合中「組合の事業利用の増加」

（16組合、61.5％）が最も多く、次いで「漁場

の有効活用」（14組合、53.8％）、「雇用創出」

（５組合、19.2％）である（第６図）。「漁村の

活性化」の具体例としては「若い人の組合

加入が増えてきた」、「その他」としては「漁

獲量の減少の防止」等を挙げている。メリ

ットが「特になし」と回答したのは３組合

（11.5％）であり、９割の組合がメリットを

享受している。マグロ養殖を受け入れた漁

協のなかには、漁業権行使料の徴収や各種

組合事業の利用によって経営を大きく改善

したところもある（鳥居（2019））。

「組合の事業利用の増加」としては、販売

組合の事業利用
の増加

漁場の有効活用

雇用創出

漁村の活性化

魚価の向上

販路の拡大

その他

特になし

（組合）

第6図　企業参入のメリット（複数回答）

資料　第2図に同じ

0 2010

16（61.5%）

14（53.8）

5（19.2）

3（11.5）

2（7.7）

2（7.7）

2（7.7）

3（11.5） （n＝26組合）
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の漁業が不便になるような調整をする必然

性はない。

したがって、実際に漁業参入した企業も

漁協の協力が必要であると認識しており、

組合に加入して漁業を行っている。漁業法

改正後の最初の漁業権一斉切替えが23年に

行われるが、この時に漁協に加入しない企

業が定置網や区画漁業に参入する可能性は

あるものの、現実的には難しいと考えられ

る。従来の漁業法のように組合員になるこ

とに対する必然性はないが、組合員になら

なければ地元との十分な意思疎通や調整が

できずに既存漁業者とのトラブルなどが発

生する可能性が高まると考えられる。
（注２） 18年の漁業法改正前は、定置漁業権の免許

において優先順位があり、漁協は企業が組合規
則に従わなかったり、地域漁業に不利益などを
与えると判断した際には、５年に１度の漁業権
の切替え時に企業に免許されていた定置漁業権
に対して競願することによって、漁協に定置漁
業権が免許された。この規定によって企業は漁
協に加入し、組合規則などを順守していたが、
改正後は優先順位が廃止されたため、企業はそ
の面で組合に加入しその規則に従うインセンテ
ィブが低下した。また、区画漁業権についても、
漁協の管理下で養殖を行わなければならない組
合免許方式から、改正後は企業が個別に区画漁
業権を得ることが可能となり、これによって漁
協の組合員になる必然性はなくなった。共同漁
業権については漁協管理のままであり、行使に
あたっては漁協組合員になることが必須である。

４　企業参入に対する漁協の
　　賛否　　　　　　　　　

企業の漁業参入に対する漁協の見解は、

548組合中「賛成」が42組合（7.7％）、「反対」

が149組合（27.2％）であり、「どちらでもな

い」が357組合（65.1％）と過半数を占めて

これらの回答は、企業が漁協の組合員に

なっていることを前提としている。しかし、

今後は漁業法改正によって、企業は漁協に

加入しなくても定置網や区画漁業に参入・

継続することが可能となる
（注2）
。そうなった場

合には、既存漁業者との対立が発生する確

率は今以上に高まる。なぜなら、企業も組

合員であれば漁協が調整役となって組合員

間の漁場調整やルールづくりなどを行うが、

企業が組合に加入しなければ漁協の調整機

能は発揮されず、企業と既存漁業者との対

立に直結するからである。既存の組合員は、

企業が「組合員になる」＝「組合の規定に

従う」ことを前提に漁業に参入し、組合経

営の改善や地域活性化などにつながるので

あれば、不便になる面があっても自らの漁

業を調整し、企業を受け入れるインセンテ

ィブが働く。企業が組合員にならず、組合

事業を一切利用せず、地元の経済活動に影

響を与えないようであれば、組合員は自ら

既存漁業者との対立

漁場調整が困難

資源の枯渇

組合事業の未利用

海洋汚染の発生

漁村の衰退

その他

特になし

（組合）

第7図　企業参入の課題（複数回答）

資料　第2図に同じ

0 155 10

5（19.2%）

5（19.2）

1（3.8）

1（3.8）

1（3.8）

0（0.0）

2（7.7）
15（57.7）

（n＝26組合）
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かし、企業は漁業だけで採算が取れなくて

も、PR等の効果が期待でき、他の事業との

通算で黒字にすることができれば参入を検

討する余地はあると考えられる。企業側と

しては、参入目的を明確にして漁場を見極

めることが重要といえる。それを見誤り撤

退した企業もヒアリング等で散見される。

「地域漁業の維持・活性化」については、

企業参入による新たな展開への期待や地域

経済の先細りの解消という漠然としたもの

が多いが、具体例としては雇用創出や既存

漁業者の収入の安定を挙げている。ヒアリ

ング等によると複数の漁協では、企業参入

によって一部の組合員が企業から網入れや

網の修繕、稚魚の漁獲、餌やり等の短期的

な仕事を受けており、収入の補てんにつな

がっていると回答している。

「組合事業の確保・活性化」は、企業参入

によって組合の水揚高が増加し、組合の事

業・施設利用が図られ、組合経営が維持さ

れるという内容である。ヒアリング等によ

ると、漁業者の減少している漁協の事業利

用は減少しており、厳しい経営に直面して

いる漁協は多い。そういった漁協が既存漁

業者のために従来の事業を継続するために

は、手数料などの引上げを行う必要がある。

しかし、引き上げてしまうと、経営の厳し

い漁業者の経営を圧迫し、廃業を誘発する

可能性がある。そのような状況において、

企業参入による組合経営の改善は組合だけ

でなく、漁業者である組合員にとっても間

接的なメリットがある。企業参入のある漁

協の組合員は、そのことを理解して漁場調

いる（第１表）。

企業が参入することが可能な漁場の有無

と企業参入への賛否の関係をみると、参入

可能な漁場が「ある」と回答している組合

の方が、企業参入に対して「賛成」が多く、

「反対」が少ないことがわかる。以下では、

賛否の理由に関する自由記述式回答とヒア

リングした内容を紹介する。

（1）　「賛成」の理由

「賛成」と回答している漁協の35組合（「賛

成」と回答した組合の83.3％）がその理由を

記述回答している。大別すると「漁場の有

効活用」（５組合）、「地域漁業の維持・活性

化」（11組合）、「組合事業の確保・活性化」

（９組合）、「漁業後継者対策」（６組合）、「そ

の他」（４組合）である。

「漁場の有効活用」と回答している漁協

は、現時点で未利用漁場を抱えている組合

が多い。ヒアリング等によると、未利用漁

場の大部分は、条件の悪い漁場か、後継者

不在の漁場のいずれかであり、条件の悪い

漁場には地区内外の漁業者は採算が取れな

いので基本的に参入しない事例が多い。し

合計
企業の参入

賛成 反対 どちらでも
ない

合計 100.0
（548）

7.7
（42）

27.2
（149）

65.1
（357）

参
入
可
能
な

漁
場

ある 100.0
（60）

28.3
（17）

1.7
（1）

70
（42）

ない 100.0
（488）

5.1
（25）

30.3
（148）

64.5
（315）

資料 　第2図に同じ

第1表　参入可能な漁場の有無と企業参入への賛否
（単位　上段：％、下段：組合）
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によって、いろいろな場所で漁をするので、

結果、狭い漁場でやっているところに企業

の参入は考えられない」と回答している漁

協もあり、沿岸漁業の実態をあらわしてい

る。

区画漁業権の漁場においては、漁業者が

減少しているものの、水産庁の報告書でも

示されているとおり、条件の良い漁場は既

存漁業者によって利用されていたり、過密

状態が解消され適切な利用状態となってい

るというケースが大部分である
（注3）
。

参入可能な漁場があったとしても条件の

悪いところが多く、参入は難しい。水揚量

が減少していると回答している組合は多く、

その理由として磯焼けの拡大や海水温の上

昇等による漁業環境の悪化を挙げている。

次に、「漁業調整・管理が困難」は、限ら

れた漁場で既存漁業者と調整することが難

しいことをあらわしている。漁協の経済的・

人員的な余裕がないことから、対応が困難

と回答している組合もある。

ここまでの反対の理由は、企業の参入以

前の問題であるが、以下は企業が参入した

後の課題を理由としている。

まず「既存漁業者の水揚や所得の減少な

どへの悪影響」であるが、これは企業など

の参入による漁業者の増加が既存漁業者の

水揚量を減らす可能性があるということで

ある。また、特に養殖であるが、企業が大

規模に参入した際には、企業による養殖物

の生産量の増加が発生し、それによって既

存漁業者の同種の養殖物の価格下落・所得

減少を促すと考えられている。

整などに協力して、企業を受け入れている

と想定される。

「漁業後継者対策」については、後継者不

在で、現状のままでは漁業者が増える見込

みがないということから企業参入に期待を

寄せている。

（2）　「反対」の理由

「反対」と回答している漁協の86組合（「反

対」と回答した組合の57.7％）がその理由を

記述回答している。大別すると「現状のま

まで十分・参入できる漁場がない」（15組合）、

「現時点で資源が減少しており、参入の余地

がない」（７組合）、「漁業調整・管理が困難」

（７組合）、「既存漁業者の水揚や所得の減少

などへの悪影響」（６組合）、「資源やその管

理への悪影響」（10組合）、「既存漁業者との

対立」（11組合）、「企業による漁業経営に対

する懸念」（12組合）、「漠然とした不安・変

化に対する不安」（12組合）、「漁協・組合員

の反対」（６組合）である。

「現状のままで十分・参入できる漁場が

ない」「現時点で資源が減少しており、参入

の余地がない」という回答の背景としては

以下のことが考えられる。

そもそも企業参入にあたっては参入可能

な漁場が必要であるが、参入可能な漁場が

「ある」と回答しているのは、548組合中60

組合（10.9％）であり、「ない」が488組合

（89.1％）である（前掲第１表）。大部分の組

合で参入することが可能な漁場がないこと

がわかる。

「海は広いようだが、地元の漁師は季節
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もある」と述べている。

企業参入が可能な漁場がある漁協におい

ては、上記の参入後の課題を企業と話し合

うことが重要であり、企業側もそのような

課題をクリアすることが必要であることを

認識しておくことが求められる。
（注３） 水産庁（2019）

５　企業における漁業参入の
　　課題と対応　　　　　　

次にヒアリング等に基づいて参入を決定

した企業側の課題を述べる。決定までには、

自社における漁業の位置づけや漁業種類の

選定、採算性などの課題があるが、ここで

は決定後の課題を、着業前と後に分けて整

理する。

（1）　着業前

着業前の課題としては、漁場の選定・確

保、船着き場や陸上作業場、事務所、乗組

員の住居の確保、漁業資材の調達や漁業技

術、人材調達など多様であるが、その前提

として最も重要なのは漁協等との関係づく

りである。

漁協等との関係ができて初めて、漁場や

船着き場、陸上作業場、事務所などを確保

することができる。参入できる漁場が限ら

れているなかで、漁場の選定も漁協等の協

力が必須である。また既存の漁業者が利用

している船着き場等を調整して、企業のス

ペースを確保するにあたっても漁協等の協

力が求められる。

「資源やその管理への悪影響」は、企業が

利益優先の活動をするために、資源の枯渇

を引き起こす、もしくは資源管理・保護・

繁殖活動に協力しないことを不安視してい

る。企業が組合に加入しなければ、その不

安は一層高まるであろう。

「既存漁業者との対立」としては、企業と

既存漁業者との間の価値観や意見の相違に

よって、漁業権や漁業調整、資源管理、操

業などに関するトラブルが懸念されている。

「企業による漁業経営に対する懸念」の

具体例は、企業の倒産や採算が合わなくな

ったときに、海上の養殖施設を設置したま

まにしたり、漁業資材を片付けずに撤退す

ること等である。ヒアリングによると、特

に大規模に養殖などをしていた企業が撤退

した場合は、漁場利用の継続性が困難で、

漁場荒廃につながる恐れもある。そして営

利追求だけでなく、地域や漁協等への貢献

を意識した漁業経営を、企業に期待するの

は難しいと捉えている。

「漠然とした不安・変化に対する不安」と

「漁協・組合員の反対」については、具体的

な反対の理由はわからないが、「生活が脅

かされる」「不安」「秩序が乱れる」という

「将来に対する漠然とした恐れ」が記され

ている。企業参入のない、ある組合にヒア

リングしたところ「もし企業が参入したら、

今までの当たり前が通じなくなるのではな

いか。口頭で済んでいたことを明文化した

り、権利意識が高まる可能性がある。企業

が入ることによって、知らない人が増える

ので、怖い、寂しいなどの漠然とした不安
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ため、計画どおりに収益を上げることは難

しく、漁業部門単独では採算割れすること

もある。漁具の更新については、タイミン

グを見計らうことが難しく、収益性が悪化

すると高額である漁網などの更新を遅らせ

る傾向がある。遅らせると、漁獲は減少し、

さらに収益性が悪化するので、漁具の更新

がさらに遅れるという悪循環に陥る。漁協

等や水産業普及指導員、漁網会社などから

のアドバイスを活用することが求められる。

自然災害については、ぎょさい制度で金

銭的な損失の補てんはあるものの、例えば

飲食業者が他社との差別化を図るための独

自の養殖魚などが被害を受けた場合、その

影響は漁業部門だけにとどまらない。この

ようなケースでは産地を複数確保しておく

ことが必要となる。

漁業が軌道に乗った際には、事業拡大が

難しいという課題がある。漁業の拡大には

通常漁場の拡大を伴い、そのためには既存

漁業者の漁場調整や新たな水域への漁業権

の設定が必要となるが、漁場が限られてい

るのでスムーズに進まないことが多い。漁

場の拡大においても、地元漁協等の理解が

必要であり、彼らとの良好な関係の維持だ

けでなく、漁協等や地域にメリットを提供

していくこともポイントである。それによ

って漁協等も漁場の拡大に協力する可能性

は高まる。

慣習の尊重が課題となる例としては、漁

業者が遊漁船などの観光関連の事業をして

はいけないという自主規則を定めている漁

業地区では、企業が観光漁業を展開したく

漁業資材の調達や漁業技術、人材調達、

漁協の事業・施設利用などにおいても、漁

協等からのアドバイスや支援は迅速であり

的確であるため、あった方が望ましい。小

型定置網漁業に参入した企業のケースでは、

初期投資を抑えるために、自社の判断で中

古の漁具や漁船を活用したが、故障や破損

によって操業に支障をきたしてしまった。

漁協等から漁具などのアドバイスを得てお

けば良かったと振り返る。なお、漁船や漁

網などの漁業資材の調達にあたっては、企

業が活用できる補助事業などがないことも

課題であり、整備が望まれる。

以上のように漁協等との関係構築は不可

欠であり、そのために企業は漁協等に、漁

業に参入する目的や自社の経営・財務状況

を説明することによって、漁業に参入する

本気度と漁業を継続する能力があることを

示すことが必要である。参入することによ

る漁協等へのメリットを提示することも有

効である。

実際に企業のなかには、初めから漁業で

はなく、最初に産地市場の買受人となった

り、漁業体験を通じて漁協等との信頼関係

を築いてから漁業に参入したケースもある。

（2）　着業後

操業中の課題としては、収益性、漁具の

更新、台風や水温の上昇、赤潮などの自然

災害への対応、事業拡大、慣習の尊重など

がある。

収益性については、漁獲の不安定性、魚

価や飼料価格の変動、自然災害などがある
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くい。企業に対する漁協等の対応が、企業

の漁業参入の成否に影響を与えていること

を認識し、積極的に先述したような漁協等

にメリットを与える企業に対して支援して

いくことが必要である。それによって、企

業も漁協の組合員になることに対して積極

的な意義やメリットを理解することができ

る。

また、漁協等は参入したい企業を受け入

れるという受動的な態度ではなく、活用で

きる漁場や海洋深層水などその他資源を提

示し、地域観光や販路拡大に貢献できる企

業など、各漁協等が必要とする企業の参入

を促す対応が求められる。閉塞感のある漁

協等は企業参入を変革の機会として活用す

ることもできる。ドラッカーは「変化への

抵抗の底にあるものは無知である。未知へ

の不安である。しかし、変化は機会と見な

すべきものである。変化を機会として捉え

たとき、初めて不安は消える
（注4）
」と述べてい

る。
（注４）　ドラッカー（2001）

おわりに

漁業者の減少は著しく、漁業や漁村の衰

退している地域は多い。漁協や行政は新規

就漁者支援や「浜の活力再生プラン」など

を通じて漁業振興を図っているが、十分と

はいえない。そのような現状において、漁

業とのシナジー効果の発揮などが期待でき

る企業による漁業参入は今後積極的に検討

していく必要があろう。

てもできないことがある。企業が漁協等を

説得するということも考えられるが、時間

がかかり、成功するとも限らない。この点

については、漁業だけでなく観光事業など

の展開を考えている企業は、事前に地区漁

業の慣習を確認しておくことが必要である。

漁協の企業に対する行使料その他の金銭

徴収については透明性を高めることが課題

となっているものの、17年に全漁連が算定

根拠の明確化等を定めたガイドラインを策

定し、漁協への指導を実施しており、問題

は解消される方向に進んでいる。

（3）　漁協等の対応

上記のような課題を企業は抱えており、

漁協等はそのことを踏まえて企業が新規就

漁者として定着するように支援していくこ

とが求められる。実際に参入企業を支援し

ている漁協等はあるものの、一方で参入企

業に対して距離をおいて接している漁協等

もある。

企業による漁業参入に対して「失敗する」

「うまくいかない」というネガティブな認

識を持っている漁協等は、企業に対して積

極的に支援をしないので、それが企業の成

功確率を下げている可能性がある。そして、

実際に漁業がうまくいかずに撤退した企業

が発生した場合に、漁協等は「企業による

漁業はうまくいかない」という信念を強め、

その後参入企業への支援をさらにしなかっ

たり、企業の受入れ自体に否定的になって

いくと推察される。これでは企業が漁業に

定着することが難しく、漁業参入も進みに
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たらしたり、組合員や地域にプラスの変化

や影響を与えた事例は、アンケート結果か

らも複数あることがわかる。

漁協としては、地域を混乱させる企業の

参入は阻止しなくてはならないが、それを

恐れて企業を受け入れないのは問題である。

行政などと協力して企業を見極め、メリッ

トのある企業に働きかけていくことが現状

を変えるための有効な手段のひとつと考え

る。漁協だけでは実現できなかったこと・

思いつかなかったことを展開できる可能性

がある。
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